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五
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法
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二
十
五
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六
第
三
項

に
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い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
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二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
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第
百
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め
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域
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成
立
の

届
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月
日

発
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住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

一
加
入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
唐
桑

支
所
の
地
区

令
和
六
年
三
月

五
日

気
仙
沼
市
唐
桑
町
東
舞
根

二
百
八－

一

鈴
木　

章
登

気
仙
沼
市
唐
桑
町
明
戸
百

八
十－

二

梶
原　

浩
之

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
ほ
た
て
貝

等
養
殖
業

二
十
一
人

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
五
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
有
水
面
埋
立
て
に
つ

い
て
次
の
と
お
り
し
ゅ
ん
功
認
可
し
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

し
ゅ
ん
功
認
可
年
月
日
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令
和
六
年
三
月
十
八
日

二　

し
ゅ
ん
功
認
可
を
受
け
た
者
の
名
称

　
　

宮
城
県

三　

埋
立
区
域

　

１　

位　

置

　
　
　

第
三
種
渡
波
漁
港
区
域
内

　
　
　

石
巻
市
渡
波
字
大
森
三
十
番
二
、
同
三
十
一
番
、
字
祝
田
藤
ケ
崎
一
番
五
に
隣
接
す
る
公
有
水
面

　

２　

区　

域

　
　
　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
。

　
　
　

一
の
地
点�　

石
巻
市
渡
波
字
大
森
三
十
番
二
に
設
置
し
た
基
点
Ｓ
四－

一
二
（
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
九
・
一

六
〇
七
七
秒
、
東
経
一
四
一
度
二
二
分
七
・
七
〇
六
〇
九
秒
か
ら
一
六
二
度
八
分
二
八
秒
四
四
・
五

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

二
の
地
点　

一
の
地
点
か
ら　

二
二
八
度
五
七
分
五
七
秒　

一
〇
・
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

三
の
地
点　

二
の
地
点
か
ら　

二
二
八
度
三
三
分
〇
〇
秒　
　

三
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

四
の
地
点　

三
の
地
点
か
ら　

三
一
八
度
五
五
分
二
三
秒　

一
九
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

五
の
地
点　

四
の
地
点
か
ら　
　

四
九
度　

二
分
二
七
秒　
　

三
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

六
の
地
点　

五
の
地
点
か
ら　
　

四
八
度
四
三
分
一
一
秒　

一
一
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面　

積

　
　
　

二
八
九
・
七
八
平
方
メ
ー
ト
ル
（
埋
立
区
域
）

四　

免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

　
　

令
和
四
年
七
月
二
十
五
日

　
　

宮
城
県
（
水
整
）
指
令
第
八
号　

五　

公
有
水
面
埋
立
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
市
又
は
町

　
　

石
巻
市

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

奥
松
島
松
島
公
園
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

東
松
島
市
宮
戸
字
椿
一
三
〇
番
二
地
先
か
ら

同
市
宮
戸
字
椿
一
六
六
番
一
地
先
ま
で

前
Ａ
　

八
・
二
～

�

三
六
・
七

�

四
七
六
・
七
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

Ｂ

三
二
・
九
～

�

七
〇
・
八

�

三
三
三
・
六

後
Ａ

　
　
　

　
　
　

　

Ｂ

三
二
・
九
～

�

七
〇
・
八

�

三
三
三
・
六

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県　
　

道

河
南
米
山
線

登
米
市
米
山
町
字
桜
岡
下
待
井
五
八
八
番
二
地
先
か
ら

同
市
米
山
町
字
桜
岡
鈴
根
八
番
五
地
先
ま
で

令
和
六
年

�

三
月
二
十
二
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

蔵
王
大
河
原

線

柴
田
郡
大
河
原
町
新
寺
字
東
入
山
無
番
地
先
か
ら

同
郡
同
町
新
寺
字
東
入
八
三
番
九
地
先
ま
で

令
和
六
年

�

三
月
二
十
二
日

柴
田
郡
大
河
原
町
新
寺
字
本
屋
敷
三
三
番
地
先
か
ら

同
郡
同
町
金
ヶ
瀬
字
新
開
東
一
六
七
番
一
地
先
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
九
号

　

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
都
市

河
川
及
び
特
定
都
市
河
川
流
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

特
定
都
市
河
川

河
川
名

区

間

上

流

端

下

流

端

尾
袋
川

左
岸　

角
田
市
豊
室
字
上
平
三
三
番
地
先

右
岸　

角
田
市
豊
室
字
川
南
二
二
番
地
先

阿
武
隈
川
へ
の
合
流
点

高
倉
川

左
岸　

角
田
市
高
倉
字
広
田
一
五
番
二
地
先

右
岸　

角
田
市
高
倉
字
広
田
四
一
番
一
地
先

尾
袋
川
へ
の
合
流
点

雑
魚
橋
川

鬼
平
太
川
の
合
流
点

尾
袋
川
へ
の
合
流
点

二　

特
定
都
市
河
川
流
域

　
　

次
の
図
面
の
赤
色
枠
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

（「
次
の
図
面
」
は
、
省
略
し
、
宮
城
県
土
木
部
河
川
課
及
び
関
係
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
号

　

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
都
市

河
川
及
び
特
定
都
市
河
川
流
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

特
定
都
市
河
川

河
川
名

区

間

上

流

端

下

流

端

小
田
川

左
岸　

�

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
大
蔵
字
高
平
七
五

番
地
先

右
岸　

�

伊
具
郡
丸
森
町
大
張
大
蔵
字
高
平
七
六

番
一
地
先

阿
武
隈
川
へ
の
合
流
点

二　

特
定
都
市
河
川
流
域

　
　

次
の
図
面
の
赤
色
枠
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

（「
次
の
図
面
」
は
、
省
略
し
、
宮
城
県
土
木
部
河
川
課
及
び
関
係
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
一
号

　

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
六
十
八
号
）
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

令
和
六
年
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
九
号
で
指
定
し
た
特
定
都
市
河
川
流
域
に
お
け
る
基
準
降
雨
を
次
の
表
の
と
お
り
定

め
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
二
号

　

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
六
十
八
号
）
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

令
和
六
年
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
号
で
指
定
し
た
特
定
都
市
河
川
流
域
に
お
け
る
基
準
降
雨
を
次
の
表
の
と
お
り
定
め

る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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〇
宮
城
県
告
示
第
百
九
十
三
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
大
崎
広
域
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

大
崎
広
域
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　
　

大
崎
広
域
都
市
計
画
区
域
の
全
域

公

告

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
の
う
ち
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
次
の

と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指

定

年

月

日

お
い
で
薬
局

石
巻
市
相
野
谷
字
飯
野
川
町
六
十
四－

一

令
和
六
年
二
月
一
日

南
方
あ
や
め
薬
局

登
米
市
南
方
町
西
山
成
前
百
三
十
五－

一

令
和
六
年
二
月
一
日

�

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
指
定
し
た
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

担
当
す
る�

医
療
の
種
類

所　
　

在　
　

地

辞
退
年
月
日

お
い
で
薬
局

調
剤

石
巻
市
相
野
谷
字
飯
野
川
町
六
十
四－

一

令
和
五
年
九
月
三
十
日

南
方
あ
や
め
薬
局

調
剤

登
米
市
南
方
町
西
山
成
前
百
三
十
五－

一

令
和
五
年
十
二
月
三
十

一
日

�

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

角
田
市
梶
賀
字
高
畑
北
五
十
四
番
一

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

�

角
田
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

宮
城
郡
利
府
町
神
谷
沢
字
長
田
三
十
一
番
一

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
字
洞
ノ
口
十
一
番
地

�

株
式
会
社
大
東
ジ
ェ
イ
ホ
ー
ム　

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
立
秋
保
か
が
や
き
支
援
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
業
務

①　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

教
育
庁
特
別
支
援
教
育
課　

仙
台
市
青
葉
区
本

町
三
丁
目
八
番
一
号
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三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
六
年
二
月
六
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
交
通
株
式
会
社　

仙
台
市
泉
区
泉
ヶ
丘
三
丁
目
十
三
番
二
十
号

五　

落
札
金
額　

五
千
九
百
三
十
九
万
七
千
三
百
八
十
二
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
立
秋
保
か
が
や
き
支
援
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
業
務

②　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

教
育
庁
特
別
支
援
教
育
課　

仙
台
市
青
葉
区
本

町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
六
年
二
月
六
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
交
通
株
式
会
社　

仙
台
市
泉
区
泉
ヶ
丘
三
丁
目
十
三
番
二
十
号

五　

落
札
金
額　

五
千
三
百
三
十
四
万
九
千
六
百
七
十
二
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

交
通
管
制
シ
ス
テ
ム
保
守
点
検
業
務　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
六
年
三
月
十
二
日

四�　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

オ
ム
ロ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社
東
北

支
店　

仙
台
市
青
葉
区
二
日
町
二
番
十
五
号

五　

落
札
金
額　

六
千
三
百
二
十
五
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
六
年
一
月
三
十
日

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
六
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

　
　
　
宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
宮
選
管
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
中
野
あ
お
ば
の
杜
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

住
宅
型
有
料
老
人
ホ
ー
ム
ピ
ュ
ア
ラ
イ
フ
京
原　
　
　
　
　
　

同　

市
宮
城
野
区
鶴
ケ
谷
十
三
番
一　
　
　
　
　
　

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
七
号

　

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

　
　
　
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
（
昭
和
二
十
三
年
宮
選
管
告
示
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

「
地
方
副
支
局
長
」
を
「
地
方
支
局
副
支
局
長
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
き
を
加
え
る
。

　

�　

た
だ
し
、
選
挙
業
務
に
お
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
班
を
置
く
こ

と
が
で
き
る
。

　

第
十
五
条
第
一
項
中
「
職
員
」
を
「
職
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
総
括
次
長
」
を
「
事
務
局
総
括
次
長
」
に
改
め
、「
主
事
」
を
削
る
。

　

第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
支
局
長
」
を
「
地
方
支
局
長
」
に
、「
副
支
局
長
」
を
「
地
方
支
局
副
支
局
長
」
に
、

「
支
局
総
括
次
長
」
を
「
地
方
支
局
総
括
次
長
」
に
改
め
、「
主
事
」
を
削
る
。

　

第
十
五
条
第
二
項
中
「
副
参
事
、
次
長
、
支
局
次
長
、
主
幹
、
主
任
主
査
及
び
主
査
」
を
「
副
参
事
、
事
務
局
次
長
、

地
方
支
局
次
長
、
主
幹
、
主
任
主
査
、
主
査
及
び
主
事
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
の
二
第
五
項
中
「
指
揮
を
し
て
」
を
「
指
揮
し
て
」
に
改
め
る
。
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附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
八
号

　

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
に
お
け
る
標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

　
　
　�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
に
お
け
る
標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
に
お
け
る
標
準
的
な
職
及
び
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
八

年
宮
選
管
告
示
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
号
中
「
支
局
長
」
を
「
地
方
支
局
長
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
第
二
号
中
「
規
定
す
る
総
括
次
長
」
を
「
規
定
す
る
事
務
局
総
括
次
長
」
に
、「
副
支
局
長
」
を
「
地
方
支

局
副
支
局
長
」
に
、「
支
局
総
括
次
長
」
を
「
地
方
支
局
総
括
次
長
」
に
、「
副
参
事
、
次
長
」
を
「
副
参
事
、
事
務
局

次
長
」
に
、「
支
局
次
長
」
を
「
地
方
支
局
次
長
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
第
四
号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
主
事
及
び
同
項
第
二
号
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
」
に

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
九
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
十
月
二
十
二
日
執
行
の

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
者
か
ら
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
百
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
別
冊
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

公
安
委
員
会

　
　
令
和
６
年
３
月
22日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
庭
野
　
賀
津
子
　
　

　
　
　
宮
城
県
犯
罪
被
害
者
支
援
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

　
宮
城
県
犯
罪
被
害
者
支
援
条
例
施
行
規
則
（
平
成
16年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
７
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号

　
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
探
偵
業
者
へ
の
監
督
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
22日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
庭
野
　
賀
津
子
　
　

　
　
　
�探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
探
偵
業
者
へ
の
監
督
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

　
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
探
偵
業
者
へ
の
監
督
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
19年
宮
城
県
公

安
委
員
会
規
則
第
11号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
１
条
中
「
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。」
を
削
る
。

　
第
７
条
を
削
る
。

　
別
記
様
式
第
６
号
中
「
探
偵
業
届
出
証
明
書
番
号
」
を
「
探
偵
業
届
出
受
理
番
号
」
に
改
め
る
。

　
別
記
様
式
第
７
号
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号

　
警
備
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
22日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
庭
野
　
賀
津
子
　
　

　
　
　
警
備
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
警
備
業
法
施
行
細
則
（
平
成
20年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
目
次
中
「
第
２
条
」
を
「
第
１
条
の
２
」
に
改
め
る
。

　
第
２
条
章
中
第
２
条
の
前
に
次
の
１
条
を
加
え
る
。

　
（
認
定
通
知
）

第
�１
条
の
２
　
法
第
５
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
理
由
を
付
し
た
通
知
書
を
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号

　
宮
城
県
犯
罪
被
害
者
支
援
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
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２
�　
前
項
の
通
知
書
の
様
式
は
、
認
定
通
知
書
・
認
定
更
新
通
知
書
（
別
記
様
式
第
１
号
）
の
と
お
り
と
す
る
。

　
第
２
条
中
「
第
６
条
」
を
「
第
５
条
」
に
、「
不
認
定
通
知
書
・
認
定
証
不
更
新
通
知
書
（
別
記
様
式
第
１
号
）」
を

「
不
認
定
通
知
書
・
認
定
不
更
新
通
知
書
（
別
記
様
式
第
２
号
）」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る
。

　
（
認
定
更
新
通
知
）

第
２
条
の
２
　
施
行
規
則
第
９
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
理
由
を
付
し
た
通
知
書
を
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
通
知
書
の
様
式
は
、
認
定
通
知
書
・
認
定
更
新
通
知
書
の
と
お
り
と
す
る
。

　
第
３
条
の
見
出
し
を
「（
認
定
不
更
新
通
知
書
の
様
式
）」
に
改
め
、
同
条
中
「
不
認
定
通
知
書
・
認
定
証
不
更
新
通

知
書
」
を
「
不
認
定
通
知
書
・
認
定
不
更
新
通
知
書
」
に
改
め
る
。

　
第
４
条
第
１
項
中
「
別
記
様
式
第
２
号
」
を
「
別
記
様
式
第
３
号
」
に
改
め
、
同
条
第
３
項
中
「
、
公
安
委
員
会
」

を
「
、
宮
城
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。）」
に
改
め
る
。

　
第
５
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
５
条
　
削
除

　
第
13条
第
１
項
中
「
第
３
条
」
を
「
第
２
条
」
に
改
め
る
。

　
別
記
様
式
第
３
号
を
削
る
。

　
別
記
様
式
第
２
号
中
「
認
定
証
の
番
号
」
を
「
認
定
の
番
号
」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
３
号
と
す
る
。

　
別
記
様
式
第
１
号
中
「
不

認
定
　

　
認
定
証
不
更
新
」
を
「
不

認
定
　

　
認
定
不
更
新
」
に
、
「
警

備
業

の
認

定
　

　
認
定
証
の
有
効
期
間
の
更
新
」
を
「
警
　
認

 �備
 �業
 �の
 �認
 �定
　

定
の
有
効
期
間
の
更
新
」
に
、 「
認
　
　
　
　
　
　
　
　
　
定
　

　
認
定
証
の
有
効
期
間
の
更
新
」
を
「
認
　
　
　
　
　
　
　
　
定
　

　
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新
」
に
改
め
、
同
様
式

を
別
記
様
式
第
２
号
と
し
、
同
様
式
の
前
に
次
の
１
様
式
を
加
え
る
。

別
記
様
式
第
１
号
（
第
１
条
の
２
、
第
２
条
の
２
関
係
）

　
認

定
認
定
更
新
　
　
通
　
知
　
書

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
印
　
　
　

　
�　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
　
警
備
業
の
認
定

認
定
の
有
効
期
間
の
更
新
　
に
つ
い
て
は
、
次
の
理
由
に
よ

り
　
認

定
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新
　
を
し
た
の
で
、
警
備
業
法
　
第
５
条
第
２
項

施
行
規
則
第
９
条
　
の
規
定
に
よ
り
通
知
す
る
。

申
請
者

氏
名
又
は
名
称

住
所

認
定

の
番

号
　
第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

有
効

期
間
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
か
ら

　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
ま
で

主
た
る
営
業
所
名

主
た
る
営
業
所
所
在
地

理
由
　
警
備
業
法
（
昭
和
47年

法
律
第
117号

）
第
３
条
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
も
該
当
せ
ず
、
警
備
業

の
要
件
を
備
え
て
い
る
た
め
。

備
考
　
１
　
不
要
の
文
字
は
、
横
線
で
消
す
こ
と
。

　
２
　
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。
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正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
四
八
四
号
（
令
和
六
年
三
月
八
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

三

段上

行
前
か
ら

六　
　

正

同
市
小
積
浜
字
谷
川
道
無
番
地
先
ま

で

　
　
　
　
　
　
　

誤

同
市
小
積
浜
字
谷
川
道
無
番
地
先
か

ら

　
別
記
様
式
第
10号
中
「
認
定
証
を
交
付
し
た
公
安
委
員
会
」
を
「
認
定
を
し
た
公
安
委
員
会
」
に
、「
認
定
証
の
番
号
」

を
「
認
定
の
番
号
　
」
に
改
め
る
。

　
別
記
様
式
第
12号
、
別
記
様
式
第
13号
及
び
別
記
様
式
第
14号
中
「
第
３
条
」
を
「
第
２
条
」
に
改
め
る
。

　
別
記
様
式
第
30号
中
「
認
定
証
番
号
」
を
「
認

定
番

号
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
経
過
措
置
）

２
�　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、

当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


